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ニュージーランドは年平均降水量約1,100mmと比較的水資源に恵まれ，かつ１．はじめに

干ばつや洪水にしばしば見舞われる点でわが国と共通点がある。また，その農業水利制

農業水利制度につ度のパフォーマンスは国際的に高く評価されている 。筆者らは同国の1 )

本報告では用水の個別農家いて現地調査を行った。

への配水システムに着目してその特徴と成立条件

について述べる。

198 年代前2 ． ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド 農 業 用 水 制 度 の 概 要 0

半までは，国が カ所の灌漑プロジェクトにおいて53

，建設と維持管理を行い用水を無償供給するとともに

農家による農場内の灌漑施設設置に対して補助を行

なっていた 。その後，1980年代後半の行政改革に伴2 )

い，灌漑施設は地方へ移管ないし民営化された。全国

の灌漑面積は約 万 （ 年農林省推定）で，そ51 ha 1999

（ ） 。の内訳は畜産関係が約3分の2を占めている Fig.1 3)

灌 漑 会 社 に よ る 農 業 用 水 供 給 の 事 例3．

( )地区概要：調査対象は，南島カンタベリー平野北1

部 に 位 置 す る 面 積 約 （ う ち 灌 漑 面 積40,000ha

，受益者数 人の灌漑地区である。灌漑18,000ha 275）

農地の内訳をFig.2に示す 水源はWaimakariri 川 平。 （

均流量 ）で，灌漑会社Ｗ社が取水，配水等に126m/s3

800km必要な資源利用承認を合計14保有し，総延長

の土水路で農家に灌漑用水を供給している（Fig.3 。水路系統は用水路のみで排水路は）

ない。取水口から用水路に侵入した魚類は河川に戻ることができないため，資源利用承

認により魚避けスクリーンの設置と稼働が義務づけられている。

(2)用水供給の仕組み：会社は1800の小口に分割した引水権（ ）を農家に販売し，share

購入した農家は引水権当たり の供水を受けることができる。水利費は引水権当た0.45l/s

り年間 ドルで，実際の使用水量とは連動していない。Ｗ社は水利費によって運転・61NZ

Fig.1 灌漑農地の内訳（全国）

IrrigatedAreainNewZealand

Fig.2 灌漑農地の内訳（調査地区）
IrrigatedAreaintheStudySite



維持管理及びＷ社設立以降の建設コ

ストを賄う。配水操作・維持管理作

業ともＷ社が一括して行ない農家の

賦役等はない。配水した水を農家が

取水せず下流で湛水害が発生した場

合，損害は農家の責任となる。

(3)引水権の特徴：資源利用承認の

規定により，農地 当たり 引水1ha 1

権以上持つことはできない。引水権

は，会社が許可した場合に利水者間

で譲渡，売買，貸借できる。移転の

可否は配水の技術的可能性に基づい

て判断され，聞き取りによれば，一般に下流の引水権の上流への移転は可能だが，上流

から下流への移転は水路損失が増大するため許可できないとのことであった。

当地区の特徴は，灌漑用水の引水権の移転を通じて，水利用の効率性と水利費4．考 察

負担の公平性の確保を図ろうとする点にある。一般に利水に関する権利を移転する場合，

①権利の独占や過度の転用が発生しない，②第三者の権利を侵害しない，③環境への悪影

響が発生しない，等の条件を満たす必要がある。本事例では，( )資源利用承認により農a

地面積当たり引水可能な水量に上限があり，利水目的は灌漑に限定されていること，(ｲ)

引水権は会社と農家間の契約によって債権化しており，移転の審査と取水から末端までの

一元的な利水操作を通じて会社が第三者の権利保全を行なうこと，(ｳ)用水路は灌漑目的

地下水涵養等の多面的役割は 考慮されていなに特化されており生態系保全や 配水操作上

条件により移転が可能になっていると考えられる。いこと，といった
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Table.1 広域自治体より付与された資源利用承認（一部）
Resource Consents granted by the Regional Council （portion）

活 動 有効期限 必要なモニタリング
Brown Rockの２つの取水口から，Waimakariri川よ2031.11.18 ・水の利用方法を監視する。
りの10.5m/sまで取水すること。うち9.0m/sはかん ・取水場所で魚避けスクリーンを稼働させる。3 3

がい用水の供給，1.5m3/sはEyre川の給水に使用 ・Waimakariri川の流量が46.2m3/s以下になった場
できる。 合取水は制限される。
水管理組織の取水口への導水路をつくるためBro 2031.11.18 ・河床の攪乱を行なう２日前までに広域自治体に連
wns Rock周辺のWaimakariri川の河床を攪乱する 絡する。
こと。 ・流れの制御のために河川内に入る車両，機械類

は最小限にする。
Waimakariri川のBrown Rock地点の河床で，提案 2031.11.18 ・構造上完全な状態を維持する。
した取水構造物の建設，使用、及び既存の取水構 ・侵食を監視し，制御工事を要求通りに実施する。
造物の改修を行なうこと。 ・魚避けスクリーンと魚用バイパスを稼働させる。

Fig.3 調査地区の用水路組織

Irrigation Canals in the Study Site


